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令
和
２
年
度
予
算
案
・
施
政
方
針
に
つ

い
て問長

期
基
本
計
画
や
実
施
計
画
に
数
値
目

標
を
提
示
す
る
と
し
て
い
る
が
、
数
値

を
意
識
し
過
ぎ
た
政
策
提
示
と
な
る
こ

と
を
危
惧
し
て
い
る
。
見
解
を
。

答
新
計
画
に
お
け
る
指
標
は
、
数
値
だ
け

を
追
う
も
の
で
は
な
く
、
大
き
な
方
向

性
を
分
か
り
や
す
く
示
す
指
標
と
し
て

い
く
。
ま
た
、
総
合
実
施
計
画
で
は
、

そ
の
執
行
状
況
を
活
動
指
標
と
い
う
形

で
事
業
ご
と
に
示
し
て
い
く
。

問
都
区
財
政
調
整
に
つ
い
て
、
市
町
村
民

税
の
さ
ら
な
る
国
税
化
に
よ
り
２
千
億

円
に
迫
る
規
模
の
大
幅
な
減
収
が
見
込

ま
れ
、
８
年
ぶ
り
の
減
と
な
っ
た
。
国

に
不
合
理
な
税
制
改
正
を
見
直
す
よ
う
、

ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
り
、
そ
の
返
答

は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
。

答
財
調
財
源
の
減
収
は
、
市
町
村
民
税
法

人
分
の
さ
ら
な
る
国
税
化
が
影
響
し
た

も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
。
国
は
地
方

法
人
課
税
に
お
け
る
偏
在
是
正
措
置
を

必
要
と
す
る
姿
勢
を
変
え
て
い
な
い
。

引
き
続
き
不
合
理
な
税
制
改
正
の
見
直

し
を
国
に
強
く
要
望
し
て
い
く
。

問
東
京
２
０
２
０
大
会
は
、
行
政
、
議
会

は
も
と
よ
り
全
力
で
取
り
組
み
、
品
川

区
を
楽
し
ん
で
も
ら
っ
た
結
果
が
レ
ガ

シ
ー
と
し
て
品
川
を
支
え
る
未
来
の
礎

に
つ
な
が
る
。
期
間
中
の
週
末
に
合
わ

せ
、
地
域
行
事
に
参
加
し
て
も
ら
う
取

組
に
支
援
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
る
が
見
解
は
。

答
区
内
を
回
遊
す
る
仕
組
み
等
、
来
訪
者

等
へ
の
お
も
て
な
し
と
品
川
区
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
く
方
策
を
、
地
域
の
皆
様

に
お
声
か
け
し
、
共
に
検
討
し
て
い
く
。

問
清
掃
事
業
用
地
の
20
年
間
の
用
途
制
限

が
令
和
２
年
３
月
31
日
付
で
解
除
さ
れ
、

粗
大
ご
み
中
継
業
務
が
京
浜
島
に
移
設

さ
れ
る
。
跡
地
活
用
の
検
討
等
に
つ
い

て
、
課
題
や
今
後
の
整
備
計
画
は
。

答
地
下
に
り
ん
か
い
線
が
通
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
制
約
等
が
見
込
ま
れ
る
。
令

和
２
年
度
は
現
施
設
を
生
か
し
、
隣
接

の
区
有
桟
橋
で
の
舟
運
事
業
と
連
携
し

た
活
用
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
後
は
、

石
田
　
秀
男
　
議
員

（
自
　
民
）

舟
運
の
ハ
ブ
と
な
る
水
辺
活
用
の
中
心

と
し
て
の
立
地
を
生
か
し
、
地
域
特
性

等
も
考
慮
し
た
施
設
を
検
討
し
て
い
く
。

問
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
り
利

用
料
収
入
は
な
く
な
る
が
、
国
・
都
か

ら
の
歳
入
が
あ
り
、
区
の
歳
入
歳
出
は

プ
ラ
ス
に
な
る
。
こ
の
プ
ラ
ス
分
を
区

の
独
自
策
と
し
て
活
用
す
る
べ
き
で
は
。

答
令
和
２
年
度
の
保
育
料
の
歳
入
増
は
約

９
億
円
と
な
る
。
国
の
通
知
に
基
づ
き
、

就
学
前
乳
幼
児
教
育
の
充
実
や
医
療
的

ケ
ア
児
の
受
入
れ
拡
大
、
在
宅
子
育
て

家
庭
へ
の
支
援
等
に
引
き
続
き
取
り
組

ん
で
い
く
。

問
区
立
児
童
相
談
所
の
開
設
に
向
け
、
児

童
福
祉
司
、
児
童
心
理
司
の
確
保
・
育

成
が
不
可
欠
で
あ
り
、
福
祉
職
、
心
理

職
の
増
員
等
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

当
初
令
和
４
年
の
開
設
予
定
だ
っ
た
が
、

他
区
の
状
況
も
参
考
に
し
、
体
制
整
備

が
十
分
な
さ
れ
て
か
ら
の
開
設
を
。

答
来
年
度
開
設
す
る
３
区
の
体
制
な
ど
も

参
考
に
、
令
和
６
年
度
の
開
設
に
向
け

て
、
人
材
の
確
保
、
育
成
な
ど
、
体
制

の
整
備
に
最
大
限
努
め
て
い
く
。

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
導
入
計
画
に
基
づ

き
導
入
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

試
行
運
行
、
本
格
運
行
の
開
始
予
定
は

い
つ
な
の
か
。
ま
た
、
導
入
路
線
に
つ

い
て
は
様
々
な
意
見
、
意
向
が
あ
る
と

考
え
る
が
、
導
入
方
針
に
基
づ
き
決
定

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
試
行
運
行
は
令
和
３
年
度
を
め
ざ
し
検

討
を
進
め
て
い
く
。
本
格
運
行
は
試
行

運
行
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
決
定
す
る
。

ま
た
、
導
入
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
定
め
た
評
価
方
法
に
基
づ
き

検
討
を
進
め
、
多
く
の
方
に
乗
車
い
た

だ
け
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

問
防
災
都
市
づ
く
り
推
進
計
画
の
基
本
方

針
が
改
定
さ
れ
、
10
年
間
、
期
間
が
延

長
さ
れ
る
。
区
は
整
備
地
域
内
の
不
燃

化
領
域
率
の
上
昇
を
図
る
な
ど
、
安
全
・

安
心
の
た
め
、
強
い
意
志
で
不
燃
化
特

区
支
援
制
度
の
推
進
を
。

答
都
内
最
多
の
９
地
区
で
不
燃
化
特
区
の

指
定
を
受
け
事
業
を
推
進
し
て
き
た
が
、

不
燃
領
域
率
は
目
標
の
70
％
に
は
達
し

て
い
な
い
。
新
た
な
地
域
で
の
取
組
も

視
野
に
都
と
連
携
し
、
地
域
の
皆
様
に

対
し
一
層
の
周
知
啓
発
を
図
っ
て
い
く
。

問
災
害
時
直
後
か
ら
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

の
設
置
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
現
在
の
数
と
、
何
人
の
方
が
何
日

利
用
で
き
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
区
民
避
難
所
に
331
基
、
公
園
・
児
童
遊

園
に
下
水
道
直
結
型
40
基
を
含
む
163
基

等
に
よ
り
、
想
定
さ
れ
る
避
難
所
生
活

者
約
12
万
人
の
約
５
日
分
相
当
の
し
尿

を
た
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

令和２年第１回定例会では、区政全般について、
5 名の議員が代表質問を、7 名の議員が一般質問
を行いました。以下、概要をお知らせします。

区政をきく
（代表質問・一般質問）

２
月
19
日（
水
）

石
田
　
　
秀
男
　
議
員
（
自
　
民
）

大
沢
　
　
真
一
　
議
員
（
自
・
無
）

若
林
　
ひ
ろ
き
　
議
員
（
公
　
明
）

２
月
20
日（
木
）

鈴
木
　
ひ
ろ
子
　
議
員
（
共
　
産
）

須
貝
　
　
行
宏
　
議
員
（
品
　
改
）

代表質問

２
月
20
日（
木
）

お
く
の
　
晋
治
　
議
員
（
共
　
産
）

小
芝
　
　
　
新
　
議
員
（
自
　
民
）

せ
お
　
　
麻
里
　
議
員
（
自
・
無
）

つ
る
　
伸
一
郎
　
議
員
（
公
　
明
）

２
月
21
日（
金
）

藤
原
　
　
正
則
　
議
員
（
品
　
改
）

芹
澤
　
裕
次
郎
　
議
員
（
自
　
民
）

く
に
ば
　
雄
大
　
議
員
（
無
所
属
）

一般質問

会派名は次の略語で記載しています。
自民……品川区議会自民党　自・無……自民・無所属・子ども未来
公明……品川区議会公明党　共産……日本共産党品川区議団
品改……品川改革連合　ネット……品川・生活者ネットワーク

代表質問とは
会派を代表した議員が、区長の施政方針な
どに対して行う質問です。品川区議会では、
通常、第１回定例会で行われます。

一般質問とは
議員が、区の行政全般にわたり、区長をは
じめとする執行機関に対して行う質問です。
各定例会で行われます。


